
 

 

霞台厚生施設組合新処理施設事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）は，霞台厚生施設組

合（以下「本組合」という。）が平成 29 年 2 月 1 日に公告した「霞台厚生施設組合新広域ごみ処理施

設整備・運営事業」の総合評価一般競争入札に係る事業者提案について，基礎審査を実施後，提案書

及び入札価格について定量化審査により総合的に審査を行った。 

本組合は，選定委員会による審査の結果を踏まえ，落札者を決定したので，選定委員会における客

観的な評価の結果を審査講評として公表する。 

 

平成 29 年 ８月 ７日 

霞台厚生施設組合 管理者 今泉文彦   
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第１章 事業概要 

１ 事業名称 

霞台厚生施設組合新広域ごみ処理施設整備・運営事業 

 

２ 公共施設の概要等 

(1) 名称 

（仮称）霞台厚生施設組合新広域ごみ処理施設 

 

(2) 建設予定地 

項 目 概  要 

計画地所在地 茨城県小美玉市高崎 1824 番地 399 ほか 

敷地面積 約 34,000 ㎡ 

 

(3) 施設の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業期間 

事業期間等は、以下のとおりである。 

事 業 期 間 ： 事業契約締結日から約 23 年 6 ヶ月間とする。 

設計・建設期間 ： 事業契約締結日から平成 33 年 3 月 31 日までとする。 

運 営 期 間 ： 平成 33 年 4 月 1 日から平成 53 年 3 月 31 日までの 20 年間とする。 

 

 

  

施設の種類 概  要 

ごみ焼却施設 

処理方式 全連続燃焼式（ストーカ方式） 

処理能力 215ｔ/日（107.5ｔ/24ｈ×2 炉） 

処理対象物 燃えるごみ、可燃性粗大ごみ、破砕可燃物、選別可燃物 

リサイクル 

センター 

処理方式 

破砕設備 ：破砕、機械選別、貯留 

選別設備 ：手選別、圧縮梱包、貯留 

ストックヤード ：保管 

処理能力 

破砕設備 ：20ｔ/日（5h） 

選別設備 ： 2ｔ/日（5h） 

ストックヤード ：－（保管のみ） 

処理対象物 

破砕設備 ：粗大ごみ、燃えないごみ、缶類、金

属、使い捨てライター、スプレー缶

等の簡易破砕後の残渣 

選別設備 ：ペットボトル 

ストックヤード ：びん類、蛍光管、乾電池等 
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４ 事業方式 

霞台厚生施設組合新広域ごみ処理施設整備・運営事業（以下「本事業」という。）は、（仮称）霞

台厚生施設組合新広域ごみ処理施設（以下「本施設」という。）の設計・建設及び運営に係る業務

を事業者が一括して行うＤＢＯ（Design：設計、Build：建設、Operate：運営）方式により実施す

る。霞台厚生施設組合（以下「組合」という。）は、本施設の設計・建設及び運営に係る資金を調

達し、本施設を所有する。 

また、組合は、本施設を 35 年間にわたって使用する予定であり、事業者は、35 年間の使用を前

提として本事業を実施する。 

 

５ 事業範囲 

事業者が行う本事業の業務範囲は次のとおりである。 

(1) 設計・建設業務 

ア 建設事業者は、組合と締結する建設工事請負契約に基づき、本施設の設計・建設業務を行う。

また、本事業を行うために必要な許認可の取得を行う。 

イ 建設については、土木及び外構工事、建築物及び建築設備工事、機械設備工事、電気計装設

備工事、配管工事及びその他の関連工事を行う。 

ウ 本施設の建設等に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分及びその他の関連業務、建築確

認等の手続関連業務、本施設の試運転及び引渡性能試験を行う。 

 

(2) 運営業務 

ア 運営事業者は、組合と締結する運営業務委託契約に基づき、一般廃棄物（燃えるごみ、燃え

ないごみ、粗大ごみ、資源物等）を受け入れ、要求水準書に規定する要求水準を満足する適正

な処理を行う。なお、その際に、本施設の運営業務として運転管理業務、維持管理業務、環境

保全業務、有効利用業務、情報管理業務、防災管理業務、その他関連業務等を行う。 

イ 運営事業者は、受入対象物の受入及び計量を行うとともに、住民、許可業者又は排出事業者

より直接搬入された受入対象物については、組合の規定に即した処理手数料の徴収を代行する。

なお、処理手数料は、組合の収入とする。 

ウ 運営事業者は、ごみ焼却施設を運転することによって発生する余熱を利用して発電等を行う

ことにより、本施設内で有効利用する。運営事業者は、余剰電力を第三者に販売するものとす

るが、余剰電力に係る収入については、組合の帰属とする。 

エ 運営事業者は、ごみ焼却施設より発生した主灰又は飛灰を施設内に適切に貯留・保管し、組

合に引き渡す。なお、その際、運営事業者は、積み込みまでの範囲を担う。 

オ 運営事業者は、リサイクルセンターから発生した破砕可燃物及び選別可燃物をごみ焼却施設

に搬送し、焼却処理する。 

カ 運営事業者は、本施設から発生した資源物を施設内に適切に貯留・保管し、組合に引き渡す。

なお、その際、運営事業者は、積み込みまでの範囲を担う。 

キ 運営事業者は、本施設から発生した不燃残渣、処理不適物及びやむを得ず持ち込まれた処理

困難物について、ストックヤード等に適切に貯留・保管し、組合に引き渡す。なお、その際、

運営事業者は、積み込みまでの範囲を担う。 

ク 建設事業者又は運営事業者は、周辺住民からの意見や苦情について、組合と連携して適切な

対応を行う。 

ケ 運営事業者は、本施設の見学希望者等について、組合と連携して適切な対応を行う。 
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第２章 審査方法等 

１ 入札の方法 

入札の方法は、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 10 の 2 に規定する総合

評価一般競争入札方式により実施した。 

 

２ 落札者決定までの経過 

落札者決定の経過は、表 1 のとおりである。 

 

表１ 落札者決定の経過 

日 時 内  容 

平成 29 年  2月 1日 （水） 入札公告 

入札説明書等の公表・配布 

平成 29 年 

～ 

2月 

2月 

1日 

17日 

（水） 

（金） 

入札説明書等に関する質問の受付（第 1回） 

平成 29年 3月 2日 （木） 入札説明書等に関する質問の回答（第 1回） 

平成 29年 3月 9日 （木） 参加資格確認申請書類の受付 

平成 29年 3月 16日 （木） 参加資格確認結果の通知 

平成 29年 3月 23日 （木） 参加資格確認結果に関する説明要求の受付 

平成 29 年 

～ 

3月 

3月 

23日 

29日 

（木） 

（水） 

対面的対話確認事項及び入札説明書等に関する質問（第 2 回）の受

付 

平成 29 年 4月 14日 （金） 対面的対話の実施 

平成 29年 4月 25日 （金） 対面的対話議事録及び入札説明書等に関する質問回答（第 2 回）の

公表 

平成 29年 5月 29日 （月） 入札提案書類の受付 

平成 29年 7月 25日 （火） 提案書に関するヒアリング、審査 

平成 29年 7月 25日 （火） 開札 

平成 29年 7月 25日 （火） 最優秀提案者の選定 

平成 29年 7月 31日 （月） 落札者の決定 

平成 29年 8月 3日 （木） 落札者の公表 
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３ 選定委員会の設置 

提案審査は、公平性及び透明性を確保し、専門的知見に基づく評価を行うことを目的に、学識経

験者等７名の委員により構成される霞台厚生施設組合新処理施設事業者選定委員会（以下「選定委

員会」という。）において行った。 

 

［委員の構成］ 

委 員 長 荒井 喜久雄 公益財団法人全国都市清掃会議 技術指導部長 

副委員長 藤田 昌史 茨城大学工学部 都市システム工学科 准教授 

委 員 河井 紘輔 国立研究開発法人国立環境研究所 

資源循環・廃棄物研究センター 主任研究員 

委 員 松隈 健一 石岡市副市長 

委 員 林 利家 小美玉市副市長 

委 員 横瀬 典生 かすみがうら市副市長 

委 員 酒井 和二 茨城町副町長 

 

 

４ 選定委員会の開催経過 

本事業の事業者選定における選定委員会の開催経過は、表２のとおりである。 

 

表２ 選定委員会の開催経過 

日  付 内  容 

平成 29年 4 月 27 日 （木） 
第１回選定委員会 

（委員会スケジュールと審査の流れに関する説明） 

平成 29年 5 月 16 日 （火） 
先進地視察（委員研修） 

（船橋市北部清掃工場） 

平成 29年 7 月 4 日 （火） 
第２回選定委員会 

（提案書の基礎審査、提案内容に係る意見交換） 

平成 29年 7 月 25 日 （火） 

第３回選定委員会 

（事業者ヒアリング、提案書の定量化審査、開札、入

札価格の定量化審査、最優秀提案者の選定、審査講評

の審議） 

 

なお、本事業の事業者選定に先立ち、霞台厚生施設組合は新処理施設整備検討委員会により、地

方自治法施行令第 167 条の 10 の 2 第 4 項、地方自治法施行規則第 12 条の 4 の規定に基づく「2 人

以上の学識経験者の意見」を聴取し、落札者決定基準を策定した。 
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５ 落札者決定の手順 

落札者決定の手順については、図１のとおりである。 

 

 

 

図１ 落札者決定の手順 

 

  

※最優秀提案者を選定する委員会の事務は図中網掛け部分

参加資格審査申請書の提出

参加資格審査

提案書等の提出

提案書の

基礎審査

提案書の提出 入札書の提出

提案書の

定量化審査

開札

入札価格の

定量化審査

総合評価値の算定

最優秀提案者の選定

落札者の決定

失格

失格

失格

参加資格が
確認できない場合

基礎審査項目を
満たしていない場合

入札書比較価格を超えていた場合

提案審査
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６ 審査手順 

(1) 参加資格審査 

参加資格審査は、参加表明書及び参加資格審査申請書の提出書類により、入札説明書に記載の

入札参加者の備えるべき参加資格要件を満たしていることを事務局において確認する。 

 

(2) 提案審査 

ア 提案書の基礎審査 

選定委員会は、提案書等に記載された内容が、落札者決定基準に示す基礎審査項目を満たし

ていることを確認する。確認内容は、表３のとおりである。 

 

表３ 確認内容 

確認項目 内  容 

提案書等の確認 ・提出された提案書等がすべて揃っていること。 

提案書の基礎審査 ・提案書の内容が要求水準書に示す要求水準を満たしている

こと。 

・入札説明書及び様式集に示す提案書の作成に関する条件に

ついて違反のないこと。 

・提案書全体について、同一事項に対する 2 通り以上の提案

又は提案事項間の齟齬、矛盾等がないこと。 

 

イ 提案書の定量化審査 

(ｱ) 審査項目及び配点 

選定委員会は、表４に示す審査項目及び配点に対し、提案書等に記載された内容について

審査する。 
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表４ 審査項目及び配点 

 

 

(ｲ) 事業提案に関する得点化方法 

提案を求めている審査項目においては、表５に示す５段階評価により審査を行い、各委員

が個別に行った評価の平均値により得点化を行う。なお、選定委員会は、最終的な審査を下

す前に、提案書に関するヒアリングを実施し、提案内容の確認等を行う。 

  

大項目 中項目 小項目 細目

40点

11点

① 公害防止基準を満足するための取組み 1 4点

② 地球温暖化対策 2 1点

イ　環境学習計画 ① 見学者対応及び環境学習計画 3 3点

ウ　景観 ① 景観 4 3点

7点

ア　エネルギーの
　　有効活用

① 発電量 5 4点

イ　資源化及び
　　最終処分

① 残渣量 6 3点

22点

① 屋外配置動線計画 7 3点

② 屋内配置動線計画 8 3点

① 災害時の安全確保 9 2点

② 火災・爆発対策 10 2点

① 処理システムの信頼性 11 4点

② 基本性能の維持 12 4点

③ トラブルの未然防止及び事後対策 13 2点

④ 搬入・搬出管理 14 2点

20点

4点

組織体制 ① 組織体制・人員配置計画 15 4点

6点

① 経営計画及び事業収支計画策定の考え方 16 3点

② 事業の継続性に係る担保 17 3点

3点

リスクの管理及び
対処方法

① リスク管理及びセルフモニタリング 18 3点

7点

① 地元企業の活用と地元雇用 19 5点

② 地域への社会貢献 20 2点

40点

21 40点

（4）地域貢献

地域経済及び地域社
会への配慮

３　入札価格に関する事項

（1）入札価格

ア　配置動線計画

イ　施設の安全性

ウ　施設の安定
　　稼働

２　事業計画に関する事項

（1）組織体制

（2）経営計画・事業収支計画

事業収支計画

（3）リスク管理方法

（3）安全性の確保及び安定稼働に配慮した施設

審査項目
NO. 配点

１　設計・建設工事及び運営・維持管理に関する事項

（1）環境に配慮した施設

ア　環境保全

（2）資源循環に配慮した施設
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表５ 審査基準 

 

 

ウ 入札価格の定量化審査 

入札価格の定量化審査においては、入札価格について、表６に示す得点算定式により、入札

価格を構成する設計・建設業務に係る対価及び運営業務に係る対価のそれぞれを得点化する。 

なお、定量化限度額は、入札書比較価格を構成する設計・建設業務に係る内訳額（消費税及

び地方消費税を含まない）の 0.67～0.80 の範囲（範囲は開札時に発表）から、開札時に入札

参加者によるくじ引きにより決定する。 

 

表６ 入札価格の得点算定式 

○入札価格を構成する設計・建設業務に係る対価 

【最低入札価格（設計・建設業務に係る対価） ＞ 定量化限度額の場合】 

 

【最低入札価格（設計・建設業務に係る対価） ≦ 定量化限度額の場合】 

 

※入札価格（設計・建設業務に係る対価）が定量化限度額以下の入札参加者の得点＝15 点満点 

○入札価格を構成する運営業務に係る対価 

 

 

 

エ 総合評価値の算出 

表７に示す算定式により、各入札参加者の総合評価値を算出する。 

 

表７ 総合評価値の算出方法 

 

  

評価 審 査 基 準 得点化方法

Ａ 当該評価項目において特に優れている 配点×1.0

Ｂ ＡとＣの中間程度 配点×0.75

Ｃ 当該評価項目において優れている 配点×0.5

Ｄ ＣとＥの中間程度 配点×0.25

Ｅ 当該評価項目において優れているとは認められない 配点×0.0

当該入札参加者の入札価格（設計・建設 最低入札価格（設計・建設業務に係る対価）
業務に係る対価）の定量化審査の得点 入札価格（設計・建設業務に係る対価）

＝ 15点 ×

当該入札参加者の入札価格（設計・建設 定量化限度額
業務に係る対価）の定量化審査の得点 入札価格（設計・建設業務に係る対価）

＝ 15点 ×

当該入札参加者の入札価格（運営業務 最低入札価格（運営業務に係る対価）
に係る対価）の定量化審査の得点 入札価格（運営業務に係る対価）

＝ 25点 ×

入札価格（設計・建設業務に係る
対価）の定量化審査の得点

＋
入札価格（運営業務に係る
対価）の定量化審査の得点

当該入札参加者の
総合評価値

＝

当該入札参加者の
入札価格の定量化審査の得点

＋
当該入札参加者の

提案書の定量化審査の得点
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第３章 最優秀提案者選定結果 

１ 資格審査 

平成 29 年 2 月 1 日に入札公告を行い、平成 29 年 3 月 9 日に参加表明書及び参加資格審査申請書

を受け付けたところ、以下の 2 グループから申請があった。 

組合は参加資格の確認を行い、平成 29 年 3 月 16 日に代表企業に対し、入札参加資格を有するこ

とを書面にて通知した。 

 

表８ 参加表明書及び参加資格審査申請書等提出グループ 

グループ名 ゆりグループ あじさいグループ 

代表企業 日立造船株式会社 
株式会社ＩＨＩ環境エンジニアリン

グ 

構成員 

極東開発工業株式会社 

株木建設株式会社 

Hitz 環境サービス株式会社 

極東サービスエンジニアリング株式

会社 

 

協力企業 

平成建設株式会社 

株式会社エイブルコーポレーション 

株式会社千和 

大昭工業株式会社 

マルショウ物産株式会社 

青木あすなろ建設株式会社 

 

なお、選定委員会による審査にあたっては、審査の公平性を期すため、提案書等すべての書類に

おいて各グループの企業名は伏せ、表８のグループ名で識別して審査を行った。 

 

２ 提案書の基礎審査 

平成 29 年 5 月 29 日までに入札参加資格を有する 2 グループより提案書等が提出された。 

提出された提案書等をもとに基礎審査項目に沿って基礎審査を行った。提案書等を提出した 2

グループは、いずれも組合が要求する水準を満足していること等が確認されたため、基礎審査に合

格しているものと認められた。 

 

３ 提案書の定量化審査及び提案書に関するヒアリング 

選定委員会は平成 29 年 7 月 25 日に提案書の定量化審査を行った。審査に際しては、提案書に関

する入札参加者による説明（プレゼンテーション）及び委員による提案内容に対する質疑（ヒアリ

ング）を実施し審査を行った。 

定量化審査の審査項目について、適確な提案がなされているかの審査を行い、提案書に関する得

点化を行った。なお、評価は、組合の要求する水準を満たしたうえで、より優れた提案に対して評

価を行う加点方式である。 

審査結果を表９に示す。  
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表９ 提案書の定量化審査の得点結果 

 
 

 

 

 

 

  

大
項
目

中
項
目

小項目 細目

１　設計・建設工事及び運営・維持管理に関する事項 40点 26.83 21.18

（1）環境に配慮した施設 11点 7.42 5.89

① 公害防止基準を満足するための取組み 4点 3.14 2.14

② 地球温暖化対策 1点 0.64 0.54

イ　環境学習計画 ① 見学者対応及び環境学習計画 3点 1.82 1.71

ウ　景観 ① 景観 3点 1.82 1.50

（2）資源循環に配慮した施設 7点 4.85 4.00

ア　エネルギーの有効活用 ① 発電量 4点 3.14 2.29

イ　資源化及び最終処分 ① 残渣量 3点 1.71 1.71

（3）安全性の確保及び安定稼働に配慮した施設 22点 14.56 11.29

① 屋外配置動線計画 3点 1.82 1.61

② 屋内配置動線計画 3点 1.61 1.61

① 災害時の安全確保 2点 1.21 1.14

② 火災・爆発対策 2点 1.21 1.14

① 処理システムの信頼性 4点 3.57 1.57

② 基本性能の維持 4点 2.57 2.29

③ トラブルの未然防止及び事後対策 2点 1.21 0.93

④ 搬入・搬出管理 2点 1.36 1.00

２　事業計画に関する事項 20点 13.17 10.43

（1）組織体制 4点 2.57 2.00

組織体制 ① 組織体制・人員配置計画 4点 2.57 2.00

（2）経営計画・事業収支計画 6点 3.96 3.21

① 経営計画及び事業収支計画策定の考え方 3点 1.71 1.71

② 事業の継続性に係る担保 3点 2.25 1.50

（3）リスク管理方法 3点 2.14 1.61

リスクの管理及び対処方法 ① リスク管理及びセルフモニタリング 3点 2.14 1.61

（4）地域貢献 7点 4.50 3.61

① 地元企業の活用と地元雇用 5点 3.21 2.68

② 地域への社会貢献 2点 1.29 0.93

60点 40.00 31.61提案書の定量化審査の得点　計

審査項目

配点
ゆり

グループ
あじさい
グループ

ア　環境保全

ア　配置動線計画

イ　施設の安全性

ウ　施設の安定稼働

事業収支計画

地域経済及び地域社会への
配慮
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提案書に関する各審査項目における講評は、表 10 のとおりである。 

 

表 10 各審査項目の講評 

審査項目 講評 

１ 設計・建設工事及び運営・維持管理に関する事項 

（1）環境に配慮した施設 

 ア 環境保全 

① 公害防止基準を満足

するための取組み 

・ 各グループとも、停止基準を遵守するため

の具体的な手法が提案されており、排ガス

による環境負荷の低減に配慮した運転基

準値や要監視基準値を設定していた点等

を評価した。 

・ ゆりグループについては、排ガスの運転基

準、要監視基準を高いレベルで設定してい

る点や近隣に対する環境負荷低減対策を

評価した。 

② 地球温暖化対策 

・ 各グループとも、省エネルギーの徹底や自

然エネルギーの利用等の省エネルギー対策

が施されていた点を評価した。 

・ ゆりグループについては、使用電力量の最

小化が図られている点を評価した。 

 イ 環境学習計画 
① 見学者対応及び環境

学習計画 

・ 各グループとも、見学者にわかりやすい見

学動線や体験を通じた学習プログラムに

より興味を喚起する工夫が見られる点等

を評価した。 

 ウ 景観 ① 景観 

・ 各グループとも、周辺環境と調和した景観

形成へ十分な配慮がなされている点等を

評価した。 

（2）資源循環に配慮した施設 

 
ア エネルギーの

有効活用 
① 発電量 

・ 各グループとも、発電量の最大化に向けた

工夫がなされている点等を評価した。 

・ ゆりグループについては、売電電力量の最

大化と高いレベルの発電効率が設定され

ている点を評価した。 

 
イ 資源化及び最

終処分 
① 残渣量 

・ 各グループとも、最終処分量の低減に対

し、具体的な方策の提案がなされている点

等を評価した。 

（3）安全性の確保及び安定稼働に配慮した施設 

 
ア 配置動線計画 

① 屋外配置動線計画 

・ 各グループとも、車両と車両、車両と人に

関して安全性に配慮した提案がなされて

いる点等を評価した。 

② 屋内配置動線計画 

・ 各グループとも、プラットホームにおける

配置動線において安全性、作業性に配慮し

た提案がなされている点等を評価した。 
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審査項目 講評 

 
イ 施設の安全性 

① 災害時の安全確保 

・ 各グループとも、災害に対する設計面及び

運営面における計画的な対応がなされて

いる点等を評価した。 

② 火災・爆発対策 

・ 各グループとも、火災・爆発対する事前・

事後対策に関する計画的な提案がなされ

ている点等を評価した。 

 

ウ 施設の安定稼

働 

① 処理システムの信頼

性 

・ 各グループとも、建設実績に基づく提案が

なされている点等を評価した。 

・ ゆりグループは、入札参加要件に合致する

施設の建設実績が豊富であり、信頼性の高

い処理システムが構築されている点を評

価した。 

② 基本性能の維持 

・ 各グループとも、基本性能の維持に向けた

維持管理に十分な配慮がなされている点

等を評価した。 

・ ゆりグループについては、事業終了後を見

据えた安定稼働、基本性能の維持を期待で

きる提案がなされている点を評価した。 

③ トラブルの未然防止

及び事後対策 

・ 各グループとも、建設時及び運営時におけ

るトラブルの未然防止対に配慮した提案

がなされている点等を評価した。 

④ 搬入・搬出管理 

・ 各グループとも、搬入物のチェック方法に

工夫がみられる点等を評価した。 

・ ゆりグループについては、繁忙期における

実効性の高い提案がなされている点を評

価した。 

２ 事業計画に関する事項 

（1）組織体制 

 
組織体制 

① 組織体制・人員配置計

画 

・ 各グループとも、SPC と構成企業における

役割分担が明確に示されている点等を評

価した。 

・ ゆりグループは、実績に基づく適切な人員

配置が提案されている点を評価した。 

（2）経営計画・事業収支計画 

 
事業収支計画 

① 経営計画及び事業収

支計画策定の考え方 

・ 各グループとも、20 年間を通じて安定し

た事業経営が提案されている点等を評価

した。 

② 事業の継続性に係る

担保 

・ 各グループとも、事業の継続性を担保する

ための方策及び十分な資本金が提案され

ている点等を評価した。 

・ ゆりグループについては、不測の事態への

充実した支援策が提案されている点を評

価した。 
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審査項目 講評 

（3）リスク管理方法 

 

リスクの管理及び 

対処方法 

① リスク管理及びセル

フモニタリング 

・ 各グループとも、リスク管理方法、リスク

管理体制について明確な提案がなされて

いる点等を評価した。 

・ ゆりグループについては、充実したセルフ

モニタリングの実施とリスク顕在化時の

適切なリスク管理がなされている点を評

価した。 

（4）地域貢献 

 

地域経済及び地域

社会への配慮 

① 地元企業の活用と地

元雇用 

・ 各グループとも、地元企業の活用と地元雇

用に最大限の配慮がなされている点等を

評価した。 

・ ゆりグループについては、地元企業への発

注の最大化及び地元雇用者への充実した

教育訓練が提案されている点を評価した。 

② 地域への社会貢献 

・ 各グループとも、地域への社会貢献や安心

感の醸成に向けた活動に対する各種の取

り組みがなされている点等を評価した。 

・ ゆりグループは具体的な提案がなされて

いる点を評価した。 
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４ 入札価格の定量化審査 

提案書等を提出した各入札参加者及び選定委員会の立会いのもとで平成 29年 7月 25日に開札を

行い、予定価格の範囲内であることを確認した。 

選定委員会は、開札結果の報告を受け、入札価格の定量化審査に関する得点化を行った。得点化

の結果は、表 11 のとおりである。 

 

表 11 入札価格の定量化審査の得点結果 

 

※ 入札価格（設計・建設業務に係る対価）の定量化限度額：14,168,000,000 円（消費税及び地方消費税額を含まない） 

 

５ 総合評価値の算出 

平成 29 年 7 月 25 日に「提案書の定量化審査の得点」、「入札価格の定量化審査の得点」を加算し

て、表 12 のとおり総合評価値を算出した。 

 

表 12 総合評価値の算出結果 

 
 

 

６ 最優秀提案者の選定 

選定委員会は、上記の結果に基づき「ゆりグループ（代表企業：日立造船株式会社）」を最優秀

提案者として選定した。 

  

配点 ゆりグループ あじさいグループ

代表企業名 － 日立造船株式会社
株式会社ＩＨＩ環境エン
ジニアリング

入札価格（税抜） － 27,000,000,000円 25,971,466,000円

設計・建設業務に係る対価 － 15,300,000,000円 16,941,000,000円

運営業務に係る対価 － 11,700,000,000円 9,030,466,000円

入札価格の定量化審査の得点 40点 34.30 38.55

設計・建設業務に係る対価の得点 15点 15.00 13.55

運営業務に係る対価の得点 25点 19.30 25.00

項　　目

受付
グループ名

代表企業名 入札価格（税抜）
対入札書
比較価格

ゆりグループ 日立造船株式会社 40.00 点 34.30 点 27,000,000,000 円 86.0% 74.30 点

あじさいグ
ループ

株式会社ＩＨＩ環境エ
ンジニアリング

31.61 点 38.55 点 25,971,466,000 円 82.7% 70.16 点

総合
評価値

(Ａ)＋(Ｂ)

提案書の
定量化審
査の得点
（Ａ）

入札価格の
定量化審
査の得点
(Ｂ)

入札参加者
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第４章 総評 

霞台厚生施設組合（石岡市、小美玉市、かすみがうら市、茨城町）は、組合が保有する 3 つ焼却施

設の老朽化に伴い、茨城県が推奨する広域ブロックに基づき、施設の統合・集約化による効率的かつ

環境負荷低減に資する施設として、広域処理を推進する施設の整備を計画してきた。事業方式につい

ては、これまでの既存施設で採用してきた公設公営方式から、民間の創意工夫による提案を取り入れ

た良質な設計・建設業務と、安全で効率的かつ効果的な運営・維持管理業務を実施することを目的と

して、施設の設計・建設及び運営・維持管理を一括して事業期間を通して発注する DBO(Design – Build 

- Operate)方式を採用した。 

本事業では、組合構成市町の循環型社会形成を担う中核施設として、環境と安全に配慮し、長期的

な視点からコスト削減と安定的運営を図るとともに、組合構成市町の住民、事業者が安全かつ快適に

活用できる施設であること、環境学習の拠点として利用できる施設であること等に配慮した整備・運

営を行うことが求められている。 

このような背景を踏まえ、選定委員会は、総合評価一般競争入札により最優秀提案者を選定するに

当たって、透明性、公平性に最大限配慮し、事業者選定のための審査を実施した。 

 

今回、入札に参加した 2 グループの提案は、いずれも本事業の目的や各業務の内容について組合が

要求する水準を上回る提案内容であった。2 グループにおいては、提案内容が多岐にわたることから、

提案書の作成において多大な労力及び費用負担があったことが想定される。そうしたなかで提案をま

とめた応募者の熱意及び姿勢に敬意を表するとともに、深く感謝する。 

 

審査においては、提案書及び入札価格に対して厳正なる審査を行った結果、日立造船株式会社を代

表企業とするゆりグループを最優秀提案者として選定するに至った。 

ゆりグループの提案については、公害防止基準を満足するための取組み、発電量、処理システムの

信頼性、事業の継続性に係る担保に関する提案が特に高く評価された。 

選定委員会の審議において、上記の事項を評価する一方で、ゆりグループの提案内容に対して、以

下に示す配慮・要望事項が挙げられた。 

① 要求水準及び提案書等を遵守し、事業期間を通じて安定したごみ処理を継続して、組合圏域

の公衆衛生の確保と地域環境の保全に努めること。 

② 更なる環境負荷の低減と事故防止などの安全の確保に努め、地域住民の安心を実現すること。 

③ 平成 33 年 4 月の供用開始との組合の提示する建設工期を確実に遵守すること。 

④ 社長以下 SPC 職員の責任所掌を明確化するとともに、緊急時には迅速かつ確実な危機管理体

制を構築し運用すること。 

⑤ 提案内容を確実かつ誠実に履行するとともに、地元企業への発注額の増大、売電収入の向上

により一層努めること。 

 

最後に、事業期間を通じて組合とゆりグループが良きパートナーとなり、地域との信頼関係を築き

ながら本事業を計画的かつスムースに推進することを希望する。また、上記の配慮・要望事項につい

て、入札及び契約の公平性を妨げない範囲において本事業をより良いものとするために組合と十分な

協議を行い、真摯な対応に努め、今後の事業期間にわたり質の高い公共サービスを提供するよう期待

する。 

 

 

平成 29 年 8 月 

霞台厚生施設組合新処理施設事業者選定委員会  委員長 荒井 喜久雄   


